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北から南から ～支部だより～

先日、県の校長会との交渉が行われた。交渉に先立ち、

情報公開で校長会役員の勤務校の出退勤記録などのデー

タをまとめたところ、大半は９０％以上の提出率で、特に知多

地方は、良識的な対応が見られた。知教労の最近の取り組

みの成果である。一点突破ではなく、面として（知多全体ある

いは市町全体）取り組んできたのが、よかったのではないか

とつくづく思う。

３０年前、組合の代議員・分会長に選ばれれば、職場の労

働環境は大きく変わると信じていた。でも、給食民営化の動

きには、無力だった。大府市で給食の自校方式を続けること

ができたのは、幸運以外の何ものでもなかった。民営化反対

の民意が他の市町よりほんの少しだけ大きかったのだと思

う。

物言う組合を作り、知多地方の小中学校教職員に対して

全員郵送で大きく宣伝し、知多のスタンダード（標準）を上げ

たのは、私たち知教労の組合員とＯＢの

方々の奮闘の成果である。年明けに、我

が支部では，新入組合員も交え、食事

会（新年会）を行った。気持ちを新たにし

た大事な時間でした。 （Ｍ）

知教労ニュー知教労ニュー知教労ニュー知教労ニュースススス
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民
間
と
の
格
差
七
五
〇
円
な
の
に

県
教
委
・１
年
遅
れ
で
「改
定
」

本

年

度

の

県

人

事

委

員

会

勧

告

は

、

民

間

給

与

と

の

格

差

が

七

五

〇

円

、

０

．

１

９

％

あ

る

実

態

に

基

づ

い

て

、

そ

れ

を

解

消

す

る

た

め

に

賃

金

月

額

を

引

き

上

げ

る

こ

と

を

求

め

て

い

ま

す

。

県

教

委

は

月

の

段

階

11

で

「

人

勧

は

見

送

る

」

と

の

提

示

を

行

い

ま

し

た

が

、

そ

の

後

の

交

渉

に

よ

り

「

平

成

年

４

24

月

か

ら

給

料

表

を

改

定

」

す

る

と

こ

ろ

ま

で

前

進

さ

せ

ま

し

た

。

し

か

し

、

平

成

年

度

23

の

人

勧

は

平

成

年

４

月

に

さ

か

の

ぼ

っ

て

23

差

額

を

支

給

す

る

の

が

道

理

で

す

。

１

年

遅

れ

の

「

改

定

」

は

、

賃

金

削

減

に

他

な

り

ま

せ

ん

。
そ

も

そ

も

人

事

委

員

会

勧

告

制

度

は

、

私

た

ち

公

務

員

が

、

憲

法

に

保

障

さ

れ

た

労

働

基

本

権

に

つ

い

て

一

部

制

約

を

受

け

て

い

る

こ

と

を

受

け

て

、

代

償

措

置

と

し

て

設

け

ら

れ

た

も

の

で

す

。

県

の

機

関

で

あ

る

教

育

委

員

会

が

「

勧

告

」

を

無

視

し

た

り

、

操

作

す

る

の

は

許

さ

れ

な

い

は

ず

で

す

。

人

事

委

員

会

も

、

３

年

連

続

賃

金

削

減

を

行

っ

て

い

る

県

当

局

に

対

し

て

さ

ら

に

強

く

「

勧

告

」

す

る

べ

き

で

す

。

許
せ
な
い
、
理
由
な
き
給
与
削
減

「根
拠
は
税
収
不
足
」の

県

教

委

は

、

給

与

改

定

を

実

施

し

な

い

根

拠

に

「

税

収

減

に

よ

る

財

源

不

足

」

総

額

１

８

０

０

億

円

を

挙

げ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

県

総

務

部

財

政

課

の

説

明

に

よ

る

と

、

次

の

４

点

が

明

ら

か

に

な

っ

て

い

ま

す

。

①

県

税

収

入

は

じ

め

今

年

度

の

税

収

見

込

み

が

ハ

ッ

キ

リ

す

る

の

は

１

月

に

な

っ

て

か

ら

で

あ

る

こ

と

。

②

義

務

的

経

費

（

人

件

費

、

扶

助

費

、

公

債

費

）

の

う

ち

、

金

額

的

に

大

き

い

の

は

公

許
さ
れ
な
い
！
人
事
委
員
会
勧
告
無
視
の
県
教
委

県
総
務
部
財
政
課
は
言
う
「県
人
事
委
員
会
勧
告
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」

職

場

の

印

刷

機

を

使

っ

た

ら

、

な

ん

と

「

特

定

の

大

学

を

卒

業

し

た

人

た

ち

の

新

年

親

睦

会

」

の

案

内

が

出

て

き

た

。

明

ら

か

に

勤

務

時

間

中

に

職

場

の

印

刷

機

、

用

紙

を

使

っ

た

も

の

だ

。

し

か

も

こ

の

行

為

自

体

が

ま

ず

い

の

で

は

な

い

か

…

…

▼

で

も

そ

う

い

う

の

っ

て

、

労

働

組

合

じ

ゃ

な

い

か

ら

、

許

可

さ

れ

て

い

る

の

か

な

。

北

海

道

あ

た

り

で

は

、

勤

務

時

間

内

に

組

合

活

動

を

し

て

大

問

題

に

な

っ

て

い

る

。

職

場

の

長

に

許

可

を

得

た

の

か

し

ら

。

も

う

そ

う

い

う

の

は

止

め

に

し

ま

せ

ん

か

。

組

合

活

動

は

、

厳

し

く

咎

め

ら

れ

る

の

に

、

任

意

団

体

で

あ

る

同

窓

会

、

教

職

員

会

と

い

っ

た

類

の

活

動

を

勤

務

中

に

す

る

の

は

。

し

な

く

て

も

す

む

こ

と

を

黙

々

と

続

け

て

い

く

の

で

、

多

忙

化

に

ま

す

ま

す

拍

車

が

か

か

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

▼

大

村

知

事

が

税

収

減

に

つ

い

て

話

し

て

い

る

ニ

ュ

ー

ス

を

た

ま

た

ま

見

て

い

た

。

そ

の

後

職

場

で

も

人

件

費

削

減

の

呼

び

か

け

分

が

配

ら

れ

た

。

予

算

が

千

八

百

億

円

ほ

ど

足

り

な

い

と

い

う

。

本

当

に

不

足

し

て

い

る

の

か

も

分

か

ら

ず

、

こ

ん

な

に

多

忙

な

教

員

に

し

わ

寄

せ

が

く

る

の

は

割

り

切

れ

な

い

。

人

件

費

を

こ

れ

以

上

、

上

げ

ら

れ

な

い

の

は

わ

か

る

。

給

与

の

不

足

を

勤

務

時

間

で

調

整

す

る

の

な

ら

、

勤

務

時

間

を

減

ら

し

、

仕

事

内

容

を

思

い

切

っ

て

削

減

し

た

い

も

の

だ

▼

や

は

り

、

他

の

公

務

員

よ

り

割

増

し

た

分

を

元

に

戻

し

て

も

ら

い

、

労

働

基

本

権

を

返

し

て

も

ら

い

た

い

。

教

員

も

労

働

者

な

の

だ

か

ら

。

（

Ｍ

）

債

費

で

あ

る

こ

と

。

③

人

件

費

は

賃

金

削

減

に

よ

り

平

成

年

19

以

来

下

が

っ

て

き

て

い

る

こ

と

。

④

不

用

額

執

行

停

止

の

積

算

は

２

月

に

な

ら

な

い

と

ハ

ッ

キ

リ

し

な

い

こ

と

。

（

財

政

支

出

で

ど

れ

だ

け

節

約

で

き

た

か

ま

だ

わ

か

ら

な

い

）

つ

ま

り

、

県

教

委

は

財

源

の

あ

る

な

し

に

関

わ

ら

ず

、

根

拠

も

な

く

私

た

ち

教

職

員

の

給

与

を

減

ら

す

こ

と

を

企

ん

で

い

る

の

で

す

。

代
を
直
撃
「現
給
保
障
」廃
止

50１
０
０
万
減
っ
て
、
年
金
も
減
る
？

も

う

一

つ

、

断

じ

て

見

過

ご

せ

な

い

の

が

「

現

給

保

障

」

の

廃

止

の

問

題

で

す

。

現

在

こ

の

措

置

を

受

け

て

い

る

の

は

、

愛

知

県

の

場

合

一

般

行

政

職

が

１

５

．

８

％

で

あ

る

の

に

対

し

、

小

中

学

校

教

員

が

３

１

．

７

％

と

約

２

倍

で

す

。

教

職

員

の

３

人

に

１

人

、

代

の

ほ

と

50

ん

ど

が

こ

の

対

象

と

な

っ

て

い

ま

す

。

国

家

公

務

員

で

は

教

員

は

ご

く

少

数

で

あ

り

、

愛

知

県

の

公

務

員

の

構

成

と

は

違

い

ま

す

。

愛

知

県

人

事

委

員

会

の

勧

告

は

無

視

す

る

く

せ

に

、

実

情

が

異

な

る

国

家

公

務

員

へ

の

人

事

院

勧

告

に

は

準

じ

よ

う

と

す

る

。

県

教

委

の

考

え

方

は

、

と

に

か

く

何

で

も

イ

イ

か

ら

教

職

員

の

賃

金

を

削

減

す

る

方

向

を

向

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

。

現

給

保

障

が

廃

止

さ

れ

る

と

、

現

在

こ

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

代

の

人

は

、

50

平

均

月

額

１

万

１

５

０

０

円

（

県

教

委

試

算

）

賃

金

が

減

り

ま

す

。

年

額

で

万

３

18

千

円

、

歳

ま

で

累

計

す

る

と

１

０

０

万

60

円

を

優

に

超

え

る

の

は

確

実

で

す

。

さ

ら

に

こ

の

削

減

額

は

、

年

金

支

給

額

に

も

影

響

す

る

の

で

、

ま

さ

に

一

生

の

問

題

で

す

。

国
に
追
随
し
な
い
他
県
を
見
よ

道
理
あ
る
交
渉
の
成
果

愛

教

労

を

は

じ

め

県

関

係

労

組

は

、

重

な

る

交

渉

を

通

じ

て

、

岡

山

県

の

よ

う

に

独

自

の

判

断

を

す

る

例

も

あ

る

こ

と

を

示

し

、

「

国

に

準

ず

る

」

と

い

う

の

は

、

賃

金

削

減

の

理

由

に

な

ら

な

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

き

ま

し

た

。

今

後

も

県

の

言

う

よ

う

に

「

話

し

合

い

」

を

通

じ

て

、

正

当

な

賃

金

を

勝

ち

取

っ

て

い

き

ま

す

。

H24.1.13 県教委教職員課

給与改定等について（提示）

１ 平成23年度の人事委員会勧告の取り扱いについて

給料表の改定については、平成24年4月1日から人事委員

会が勧告した給料表に改める
※１

こととしたい

２ 給与構造改革における経過措置額
※2

の取り扱いについて

給与構造改革における経過措置額については、国や他県

の動向を考慮しながら平成24年度以降の取り扱いについ

て引き続き話し合っていきたい。
※3

※１ H23.11.17 「（給料表改定は)見送ることとしたい」から一歩前進だ

が、H23年度の勧告であるにも関わらず１年先送りの提示。

※2 「経過措置額」……いわゆる「現給保障」のこと。政府の公務員給

与構造改革で、平成18年３月の賃金に比べ、同年4月の賃金が低

い公務員に対して、同年3月の賃金を保障する措置。急激な賃金減

額を緩和するために、それまでの賃金水準を維持するもの。主に50

代以降が対象で、愛知県の場合、教職員の3人に1人が「現給保障」

の対象となっている。

※3 愛知県と同様のプラス勧告がなされた岡山県では、国に準ずるこ

となく月例給800円、ボーナス0.075月アップとされた。国に追随する

必然性がないことは明らか。

第１１２号 ２０１２年１月発行



国語単元｢調べて発表しよう」＋「総合的な学習の時間」で学習を価値あるものに…４年生の実践

ー調査・発表の手順・方法を学んでも、発表したくなるような中身がなければつまらないー

国語での｢話す・聞く」を中心とした単元。教材名は「だれもがかかわ の工夫点にとどまらず、「おこらない、いばらない、あせらない、くさらない、まけ

り合えるように｣。以下は教科書の示す学習の流れです。 ない」｢やりたいと思ったことはやる｣ といった前向きな生き方を語ってくださり、

①資料（点字に関する文章）を読み、自分の課題をもつ。 子ども達の心にしっかりと刻まれました。

…もっと知りたいことや確かめたいことを出し合って決める。 二つめは、聴覚障がいのあるBさんとの出会いです。これは社会福祉協議

②課題について調べ、まとめる。 会の事業の一環ですが、学習に合わせた時期に来ていただきました。手話通

…カードをつかった記録や、分類・整理の方法を知る。 訳の方にも同行していただき、耳が聞こえない人とのコミュニケーションを図る

③発表する・発表を聞く。 のに、６つの方法（身ぶり、口話、空書、筆談、手話、指文字）があることを体験

この方法は最終的にとても有効でした。しかし４年生の子ども達が、 を通して学ぶことができました。それらを使ったり組み合わせたりして、とにかく

４ページの教材文を読んだぐらいで、｢だれもがかかわり合えるように｣ 伝えようとする気持ちが大切であることを知り、あわせて手話通訳のすばらしさ

することの大切さや問題意識をもつことができるでしょうか。そもそも、 にも直にふれることができました。そしてまたBさんが実にはつらつとされてお

身体に障がいのある人のことをどれぐらい知っているのでしょうか。時 り、障がいにめげずに前向きに生きる姿に、またも子ども達は感銘を受けまし

間をかけて学習する以上は（一応国語だけで１５時間完了）中身のあ た。

るものにしたい。そこで｢総合的な学習の時間｣を結びつけることにしま その後、音楽の教科書にある「グッデーグッバイ｣の手話を覚えて学習発表

した。 会で発表しました。これにも出会いがあって、私が住む地域で同じ役になった

総合の単元名は｢だれとでもかかわり合う（障がいのある人と）｣で 方がたまたま手話を勉強されており、ここでも思い切って教えを請うてみたら、

す。国語の教材文を読み、学習の見通しをもたせたところで「総合」も 喜んでと言って教えてくださいました。気持ちがあるのなら、遠慮していては

始めました。図書資料で調べることもしましたが、子ども達に２つの大 いけないのですね。

きな出会いを用意できたことが学習にぐっと深みを与えました。 最後は再び国語にもどり、自分の課題を確認してまとめ、発表

一つ目は、視覚障がいのあるAさんとの出会いです。Aさんは箏 しました（スクールカウンセラーや学習支援の先生を招いて）。

（こと）の先生です。私は以前よりAさんのことを存じてはいましたが、言 聞き手をひきつける発表の工夫など、国語での学習を生かしなが

葉を交わしたこともなく、この学習のために学校に来ていただくことを依 ら、一人一人が心を込めた発表をすることができました。それは、実際に障が

頼するのに、相当な勇気がいりました。でも、結果は快諾です。Aさん いのある人と出会い、心を通わせられたことにより、｢だれもがかかわり合

の箏演奏と子ども達の箏体験、そしてたくさんの質問に答えていただ えるように｣するための方策が、心から大切なもの、必要なものとしてとらえ

きました。箏の曲を覚えるための努力や目が見えないことによる生活上 られるようになったからだと考えます。 （T）

§§§ 知ってるつもり・Ｑ＆Ａ §§§

==== 職場の組合掲示板はOK？ ======== 職場の組合掲示板はOK？ ======== 職場の組合掲示板はOK？ ======== 職場の組合掲示板はOK？ ====

Ｑ 私の勤務する学校には、職員室の一角に愛教祖傘下の組合

の掲示板があります。知教労の掲示板も設置したいのですが、

管理職に申し入れをすれば可能なのでしょうか。

A 少し固い法律の話になます。労働組合法では，第７条３号で、

使用者(企業側)が労働組合に対して経費援助や便宜供与を行

うことを禁止しています。労働組合は使用者の援助なしに運営す

るのが原則であり、使用者が労働組合に便宜供与を行うことは

労働組合の自主性を損なうおそれが強いからです。

その中で例外として「最小限の広さの事務所の供与を除くもの

とする。」と定められています。組合事務所の場所は与えてもよ

いということです。職場内に労働組合の掲示板を設置できること

は、こうした場所的供与を受けることを否定していないという法的

な根拠があります。

そこで、今回のように職場に複数の労動組合があり、一つの組

合に掲示板の設置を認めている場合、他の組合に設置を認めな

いことは組合間差別になり，許されません。司法でも厳しく判断さ

れており、最高裁の判例でも、組合規模や活動方針の違いによ

って組合間の差別をすることを禁じています。

このことから職場に愛教組傘下の掲示板が

ある以上、知教労の掲示板を設置すること

は、管理職も断ることはできません。よい掲示

板になるといいですね。

データで見る『教員の実態』第22回データで見る『教員の実態』第22回データで見る『教員の実態』第22回データで見る『教員の実態』第22回

『 67％ 対 71％ 』

新指導要領先行実施中の2010年1月、東京都教委は「土曜授業は月

２回を上限とし、保護者や地域住民への公開が条件」という通知を出

しました。今年度は97％以上の学校で土曜授業が実施され、毎月行っ

ている学校も小中とも３割を超えています。また、京都市でも10年度

は、ほぼすべての小中学校で地域ボランティアが土曜学習を行ってお

り、ほぼ毎週実施している学校もあります。栃木県も月２回を認めて

います。さいたま市は昨年4月から年１回は必ず実施することになっ

ています。土曜授業を実施する自治体は増えてきています。

ところで、横浜市が昨年１月に実施したアンケートで、保護者と教

員とで土曜授業に対する意識が大きくかけ離れていることがわかりま

した。

保護者は土曜授業を「実施した方がよい」が約69.6％で、その理由

として一番多かったのは、「平日の6校時を土曜日に振り分け、子ども

や教員の平日の負担を減らせるから」でした。そのうち「月２回以上」

が45.3％あり、「実施しない方がよい」は28.3％でした。

それに対して、教員の方は「実施しない方がよい」が70.5％でした。

「月２回以上」の土曜授業をという意見は11.0％でした。その理由と

しては「子どもや教員の負担になるから」が一番でした。

また、gooリサーチと毎日新聞が行った2010年1月の調査では98.9％

が土曜授業を希望しています。

昨年から小学校で、今年の4月からは中学校で新学習指導要領が本

格実施されます。小学校の先生は体感しているように、教材をこなす

のが精一杯になりました。新指導要領が本格実施されて今後取りこぼ

しが増えてくると、土曜授業の圧力が増してくることでしょう。安易

に実施されれば今の教員数のままでは、17年連続で増加している教員

の休職者が更に増えていくのは火を見るよりも明らかです。
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